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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第37期

第２四半期累計期間
第38期

第２四半期累計期間
第37期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (千円) 7,500,326 11,475,675 15,794,276

経常利益 (千円) 571,836 1,307,799 1,433,248

四半期(当期)純利益 (千円) 473,291 1,124,733 973,342

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 854,500 854,500 854,500

発行済株式総数 (株) 19,914,617 19,914,617 19,914,617

純資産額 (千円) 6,299,484 7,491,424 6,810,170

総資産額 (千円) 20,158,365 20,750,076 21,462,531

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 23.78 56.51 48.90

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 22.00

自己資本比率 (％) 31.25 36.10 31.73

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,603,088 3,338,069 2,322,971

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △268,365 19,490 △139,816

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,973,144 △2,109,912 △2,197,251

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 4,309,460 6,181,432 4,933,785
 

　

回次
第37期

第２四半期会計期間
第38期

第２四半期会計期間

会計期間
自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 9.57 34.17
 

(注)１.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
　　２.潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 
 (1) 業績の状況

当第２四半期におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大により経済活動は大きく制限を受け、個人消

費はサービス支出を中心に下押し圧力が強く、また、一部製造業の減産の影響などから、景気の持ち直しの動きが一

服する状況となりました。今後の景気の先行きにつきましては、ワクチン接種の進展や海外経済の回復によりプラス

成長が見込まれるものの、原材料価格の高騰や半導体の供給不足の影響による下振れリスクが懸念され、依然として

不透明な状況が続いております。

当社が属する不動産業界におきましては、首都圏のマンション市場では、用地費、建築コストの高止まりから販売

価格の上昇が続いております。収益不動産市場におきましては、安定収益が見込まれる資産として、都心で利便性の

高い資産運用型マンションの需要は底堅く推移いたしました。物流施設市場につきましても、首都圏の物流施設の需

要は依然として根強く、供給が不足気味となっております。一方、都心オフィスの空室率は上昇傾向にあり、今後の

賃料の動向に注意が必要な状況です。

このような事業環境のもと、当社は市場動向を注視しながら、流動化事業では、用地の仕入企画力や事業提案力を

活かし、他デベロッパー向け開発用地や都市型コンパクトオフィスの販売を積極的に進め、マンション販売事業で

は、都心部を中心に高品質な資産運用型マンションの一棟販売を計画的に推進させた結果、当第２四半期累計期間の

売上高は114億75百万円（前年同四半期比53.0％増）、営業利益は14億25百万円（前年同四半期比94.2％増）、経常

利益13億７百万円（前年同四半期比128.7％増）、四半期純利益11億24百万円（前年同四半期比137.6％増）と増収・

増益となりました。

当第２四半期会計期間末における純資産合計は74億91百万円となり、自己資本比率は前期末より4.4ポイント上昇

し、36.1％の水準となりました。

 

 
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

数量 売上高(百万円) 数量 売上高(百万円)

流動化事業 ７件 5,061 10件 4,578

マンション販売事業 73戸 2,202 164戸 6,864

戸建販売事業 ２棟 203 ― ―

その他 ― 32 ― 32

売上高合計 ― 7,500 ― 11,475

営業利益 ― 734 ― 1,425
 

 
セグメントの業績は以下のとおりです。

 
（流動化事業）

当第２四半期累計期間においては、市場動向に注視しながら、当社が得意とする用地の仕入企画力や事業提案力を

活かし、他デベロッパー向け開発用地や都市型コンパクトオフィスの販売を積極的に進めた結果、売上高は45億78百

万円（前年同四半期比9.5％減）、営業利益は９億31百万円（前年同四半期比29.9％増）の増益となりました。
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（マンション販売事業）

当第２四半期累計期間においては、千代田区や港区、目黒区などの都心部を中心に高品質な資産運用型マンション

の一棟販売ならびに一括売却を行った結果、計164戸の引渡しを行い、売上高は68億64百万円（前年同四半期比

211.6％増）、営業利益は８億85百万円（前年同四半期比237.6％増）の増収・増益となりました。

 
（戸建販売事業）

当第２四半期累計期間においては、投資家からの需要が高い都内の不動産市況を考慮し、流動化事業及びマンショ

ン販売事業に経営資源を集中させたため、当事業に関する実績はありません。

 
（その他）

当第２四半期累計期間の売上高は32百万円（前年同四半期比2.1％増）となり、営業利益は10百万円（前年同四半

期比3.8％増）となりました。

 
 (2) 財政状態の分析

（資産）

当第２四半期会計期間末における資産合計は、前期末と比べ７億12百万円減少（前期末比3.3％減）し、207億50百

万円となりました。流動資産は６億65百万円減少（前期末比3.3％減）の192億64百万円、固定資産は45百万円減少

（前期末比3.0％減）の14億85百万円となりました。

流動資産の主な減少要因は、現金及び預金が12億47百万円増加（前期末比25.3％増）、仕掛販売用不動産が24億11

百万円増加（前期末比40.5％増）した一方、販売進捗が順調に推移したことに伴い、販売用不動産が42億10百万円減

少（前期末比48.2％減）したことによるものであります。

 
（負債）

当第２四半期会計期間末における負債合計は、前期末と比べ13億93百万円減少（前期末比9.5％減）し、132億58百

万円となりました。流動負債は31億48百万円減少（前期末比33.0％減）の63億94百万円、固定負債は17億54百万円増

加（前期末比34.3％増）の68億64百万円となりました。

流動負債の主な減少要因は、順調な販売進捗に伴いプロジェクト資金借入金の返済が進んだ結果、短期借入金が17

億円減少（前期末比61.4％減）、１年内返済予定の長期借入金が14億67百万円減少（前期末比24.1％減）したことに

よるものであります。

固定負債の主な増加要因は、長期借入金が17億51百万円増加（前期末比35.9％増）したことによるものでありま

す。

 
（純資産）

当第２四半期会計期間末における純資産合計は、前期末と比べ６億81百万円増加（前期末比10.0％増）し、74億91

百万円となりました。主な要因は、四半期純利益が11億24百万円あった一方で、剰余金の配当が４億37百万円あった

ことによるものであります。

 
 (3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前期末と比べ12億47百万円増加し、61億81百万円

となりました。当第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、33億38百万円の増加（前年同四半期は26億

３百万円の増加）となりました。これは主に、税引前四半期純利益を13億５百万円計上したことのほかに、棚卸資産

が17億97百万円減少したことによるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、19百万円の増加（前年同四半期は２億68百

万円の減少）となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出２億10百万円があった一方、長期貸付金の

回収による収入が２億６百万円あったこと等によるものであります。

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、21億９百万円の減少（前年同四半期は29億

73百万円の減少）となりました。これは主に、借入金が14億16百万円減少したこと、剰余金の配当を４億37百万円

行ったことによるものであります。

 
 (4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

 
 (5) 研究開発活動

該当事項はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 
１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 49,060,000

計 49,060,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年11月９日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 19,914,617 19,914,617
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード)

単元株式数
100株

計 19,914,617 19,914,617 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　　　　該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年９月30日 ― 19,914,617 ― 854,500 ― 40,983
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(5) 【大株主の状況】

   2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を

除く。)の総数に対する

所有株式数の割合(％)

株式会社ユニテックス 大阪府大阪市浪速区桜川四丁目１番32号 2,200 11.06

株式会社東京ウエルズ 東京都大田区北馬込二丁目28番１号 1,243 6.25

村上　三郎 東京都武蔵野市 800 4.02

京東株式会社 東京都中央区銀座七丁目15番11号 628 3.16

株式会社ジェイ・エス・ビー 京都府京都市下京区因幡堂町655番地 563 2.83

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 474 2.39

中野　孝一 奈良県生駒郡 416 2.09

株式会社大勝 神奈川県横浜市西区平沼一丁目３番13号 300 1.51

楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 246 1.24

株式会社向陽 東京都中野区中野四丁目４番11号 160 0.80

計 － 7,033 35.34
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 　2021年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 12,700
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 19,762,800
 

197,628 ―

単元未満株式 普通株式 139,117
 

― ―

発行済株式総数 19,914,617 ― ―

総株主の議決権 ― 197,628 ―
 

 (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が80株含まれています。

 
② 【自己株式等】

 　2021年９月30日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社新日本建物

東京都新宿区新宿四丁目３
番17号

12,700 ― 12,700 0.1

計 ― 12,700 ― 12,700 0.1
 

 

２ 【役員の状況】

 　　該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2021年７月１日から2021年９月

30日まで)及び第２四半期累計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、RSM清

和監査法人による四半期レビューを受けております。

 
３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2021年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,933,785 6,181,432

  販売用不動産 8,731,547 4,520,877

  仕掛販売用不動産 5,961,007 8,372,454

  原材料及び貯蔵品 487 1,990

  前渡金 64,250 18,500

  前払費用 29,596 28,754

  関係会社短期貸付金 10,000 10,000

  その他 199,999 130,709

  流動資産合計 19,930,673 19,264,719

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 596,178 596,630

    減価償却累計額 △78,553 △88,076

    建物（純額） 517,625 508,554

   構築物 14,192 14,192

    減価償却累計額 △4,706 △5,416

    構築物（純額） 9,485 8,775

   工具、器具及び備品 67,929 67,929

    減価償却累計額 △39,730 △43,824

    工具、器具及び備品（純額） 28,199 24,105

   土地 79,594 79,594

   リース資産 18,506 18,506

    減価償却累計額 △9,489 △11,939

    リース資産（純額） 9,017 6,566

   有形固定資産合計 643,922 627,597

  無形固定資産   

   借地権 1,465 1,465

   ソフトウエア 1,258 943

   リース資産 13,075 10,999

   無形固定資産合計 15,798 13,408

  投資その他の資産   

   投資有価証券 232,854 424,034

   関係会社株式 63,880 53,880

   出資金 31,530 31,530

   関係会社長期貸付金 468,610 80,000

   破産更生債権等 8,116 8,034

   長期前払費用 1,057 26

   差入保証金 76,944 84,927

   繰延税金資産 181,887 185,310

   その他 19,047 12,770

   貸倒引当金 △212,468 △36,161

   投資その他の資産合計 871,459 844,351

  固定資産合計 1,531,180 1,485,357

 繰延資産   

  社債発行費 677 -

  繰延資産合計 677 -

 資産合計 21,462,531 20,750,076
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2021年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2021年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  工事未払金 100,178 282,407

  短期借入金 2,769,300 1,068,600

  １年内返済予定の長期借入金 6,092,880 4,625,268

  １年内償還予定の社債 250,000 -

  リース債務 9,837 9,837

  未払金 12,472 17,284

  未払費用 53,088 35,786

  未払法人税等 129,369 203,929

  前受金 55,983 33

  預り金 16,581 25,287

  賞与引当金 51,535 26,749

  その他 1,421 98,885

  流動負債合計 9,542,649 6,394,068

 固定負債   

  長期借入金 4,879,677 6,631,048

  リース債務 14,123 9,205

  資産除去債務 25,743 25,859

  退職給付引当金 47,079 49,048

  役員退職慰労引当金 106,696 114,976

  その他 36,391 34,445

  固定負債合計 5,109,711 6,864,583

 負債合計 14,652,360 13,258,651

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 854,500 854,500

  資本剰余金   

   資本準備金 40,983 40,983

   資本剰余金合計 40,983 40,983

  利益剰余金   

   利益準備金 115,449 159,234

   その他利益剰余金   

    繰越利益剰余金 5,718,613 6,361,710

   利益剰余金合計 5,834,062 6,520,944

  自己株式 △3,789 △3,992

  株主資本合計 6,725,755 7,412,435

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 84,414 78,989

  評価・換算差額等合計 84,414 78,989

 純資産合計 6,810,170 7,491,424

負債純資産合計 21,462,531 20,750,076
 

 

 

EDINET提出書類

株式会社新日本建物(E03994)

四半期報告書

11/20



(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高   

 流動化販売高 5,061,480 4,578,745

 マンション販売高 2,202,922 6,864,123

 戸建販売高 203,807 -

 その他 32,116 32,806

 売上高合計 7,500,326 11,475,675

売上原価   

 流動化販売原価 4,142,602 3,438,888

 マンション販売原価 1,796,114 5,559,291

 戸建販売原価 157,537 -

 その他 18,240 17,905

 売上原価合計 6,114,494 9,016,086

売上総利益 1,385,831 2,459,588

販売費及び一般管理費 ※1  651,699 ※1  1,033,724

営業利益 734,132 1,425,864

営業外収益   

 受取利息 2,966 2,042

 受取配当金 695 794

 受取地代家賃 2,226 1,386

 その他 1,212 624

 営業外収益合計 7,100 4,847

営業外費用   

 支払利息 119,908 121,209

 解約金 30,000 -

 その他 19,487 1,703

 営業外費用合計 169,395 122,913

経常利益 571,836 1,307,799

特別利益   

 関係会社株式売却益 - 26,894

 投資有価証券売却益 - 1,001

 特別利益合計 - 27,895

特別損失   

 関係会社株式評価損 - 9,999

 貸倒引当金繰入額 - 20,256

 特別損失合計 - 30,256

税引前四半期純利益 571,836 1,305,437

法人税、住民税及び事業税 83,954 181,731

法人税等調整額 14,591 △1,028

法人税等合計 98,545 180,703

四半期純利益 473,291 1,124,733
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 571,836 1,305,437

 減価償却費 20,464 19,167

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △195 21,252

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,492 1,968

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,345 8,280

 受取利息及び受取配当金 △3,661 △2,836

 支払利息 119,908 121,209

 棚卸資産の増減額（△は増加） 2,676,290 1,797,719

 前渡金の増減額（△は増加） 35,550 45,750

 仕入債務の増減額（△は減少） △255,302 182,228

 投資有価証券売却損益（△は益） - △1,001

 前受金の増減額（△は減少） △227,716 △55,950

 預り金の増減額（△は減少） △14,105 8,705

 その他 △69,455 113,146

 小計 2,864,451 3,565,078

 利息及び配当金の受取額 853 8,420

 利息の支払額 △120,385 △120,051

 法人税等の支払額 △141,830 △115,378

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,603,088 3,338,069

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △5,839 △452

 投資有価証券の取得による支出 △165,681 △210,000

 投資有価証券の売却による収入 - 12,001

 関係会社株式の売却による収入 - 26,894

 長期貸付けによる支出 △100,000 △15,000

 長期貸付金の回収による収入 - 206,050

 その他 3,156 △3

 投資活動によるキャッシュ・フロー △268,365 19,490

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △232,000 △1,700,700

 長期借入れによる収入 916,500 4,384,000

 長期借入金の返済による支出 △3,155,040 △4,100,240

 社債の償還による支出 - △250,000

 リース債務の返済による支出 △4,876 △4,918

 配当金の支払額 △497,585 △437,851

 その他 △142 △202

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,973,144 △2,109,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △638,421 1,247,646

現金及び現金同等物の期首残高 4,947,881 4,933,785

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  4,309,460 ※1  6,181,432
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　該当事項はありません。

 

（会計方針の変更等）

　・収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当

該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりま

すが、利益剰余金の期首残高へ与える影響はありません。

なお、四半期財務諸表に与える影響もありません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第

12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期累計期間に係る顧客との契約から生じ

る収益を分解した情報を記載しておりません。

 
　・時価の算定に関する会計基準の適用

「時価の算定に関する会計基準（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定

める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。

なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。

 

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

 

（四半期損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

販売手数料 113,845千円 281,134千円

広告宣伝費 17,920千円 33,274千円

貸倒引当金繰入額 △195千円 995千円

役員報酬 96,300千円 151,390千円

給料及び手当 126,415千円 150,275千円

賞与引当金繰入額 21,855千円 22,117千円

退職給付費用 2,767千円 4,981千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,345千円 8,280千円

支払手数料 42,623千円 77,565千円

租税公課 89,461千円 162,689千円

減価償却費 8,372千円 7,527千円
 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。

 

 
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

現金及び預金 4,309,460千円 6,181,432千円

現金及び現金同等物 4,309,460千円 6,181,432千円
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（株主資本等関係）

前第２四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 497,585 25.00 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金
 

　　(注)１株当たりの配当額25円には、普通配当20円のほか創立45周年記念配当５円が含まれております。

 
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 
３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 
当第２四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月25日
定時株主総会

普通株式 437,851 22.00 2021年３月31日 2021年６月28日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 
３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

 【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       (単位：千円)

 

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期

損益計算書

計上額

（注）３
流動化事業

マンション

販売事業

戸建

販売事業
計

売上高         

外部顧客への売上高 5,061,480 2,202,922 203,807 7,468,210 32,116 7,500,326 ― 7,500,326

セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ― ―

計 5,061,480 2,202,922 203,807 7,468,210 32,116 7,500,326 ― 7,500,326

セグメント利益 717,085 262,282 39,154 1,018,523 9,945 1,028,469 △294,337 734,132
 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業、建築請負事業、仲介事

業、コンサルティング事業等を含んでおります。

２. セグメント利益の調整額△294,337千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３. セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

       (単位：千円)

 

報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期

損益計算書

計上額

（注）３
流動化事業

マンション

販売事業

戸建

販売事業
計

売上高         

一時点で移転される財 4,494,299 6,840,243 ― 11,334,543 103 11,334,647 ― 11,334,647

一定の期間にわたり移

転される財
― ― ― ― ― ― ― ―

顧客との契約から

生じる収益
4,494,299 6,840,243 ― 11,334,543 103 11,334,647 ― 11,334,647

その他の収益 (注)４ 84,445 23,880 ― 108,325 32,702 141,027 ― 141,027

外部顧客への売上高 4,578,745 6,864,123 ― 11,442,868 32,806 11,475,675 ― 11,475,675

セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ― ―

計 4,578,745 6,864,123 ― 11,442,868 32,806 11,475,675 ― 11,475,675

セグメント利益 931,243 885,550 ― 1,816,794 10,327 1,827,121 △401,256 1,425,864
 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業、建築請負事業、仲介事

業、コンサルティング事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△401,256千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

４．「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく収入等であります。

 
（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

１株当たり四半期純利益 23円78銭 56円51銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益(千円) 473,291 1,124,733

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 473,291 1,124,733

普通株式の期中平均株式数(株) 19,903,208 19,902,147
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。　

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

2021年11月８日

株式会社新日本建物

取締役会  御中

RSM清和監査法人

東 京 事 務 所
 

 

 

指 定 社 員  
公認会計士 筧　悦生  

業務執行社員  
 

 

指 定 社 員  
公認会計士 戸谷　英之  

業務執行社員  
 

 
監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社新日本

建物の2021年４月１日から2022年３月31日までの第38期事業年度の第２四半期会計期間（2021年７月１日から2021年９

月30日まで）及び第２四半期累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、

四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社新日本建物の2021年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全

ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 
その他の記載事項

会社の2021年３月31日をもって終了した前会計年度の第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間に係る四半期財務

諸表並びに前会計年度の財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任

監査人は、当該四半期財務諸表に対して2020年11月13日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該財務諸表に対

して2021年６月28日付けで無限定適正意見を表明している。

 
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

EDINET提出書類

株式会社新日本建物(E03994)

四半期報告書

19/20



 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどう

か結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論

は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし

て存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に

準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表

示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が

認められないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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